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   2-9-33  110t/  110t×1 H12.4 

   3-23  50t/  50t×1 H3.8 

   2-29-1  20t/  20t×1 H3.10 

   1-12-3  68.8/  32t×2+4.8t H17.2 

   6-8-7  1039t/  378t 661t H14.4 

  3-1  157.9t/  157.9t×1 H15.5 

   4142-1  20.48t/  20.48t×1 H13.1 

   3-5-15   10.24t/  

11.2t/  

6.4t+2.8t+1.04t 

11.2t 

H17.5 

   1-8-3  52.6t/  52.6t×1 H15.10 

   3-25-5  294.2t/  104+180+4.3+2.4+3.5t H8.6 

  3-4-20  112t/  112t×1 H1.4 

   3-6-4  38.2t/  38.2t×1 H25.3 

  1-14-11  50.0t/  50t×1 H3.2 
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施設整備運営方法（事業方式）の検討 

本章では、これまでの従来型の発注方式を含め、民間活力を導入した事業方式等の整理を行い、

各事業方式のメリット・デメリットを抽出することで、市における新たな清掃関連施設等の整備

運営形態に係る方向性について検討する。 

 

6.1 事業方式 

6.1.1 事業方式の概要 

事業方式の概要については、清掃関連施設等を整備運営するにあたって、想定される主な事

業方式（公設公営（従来型発注）方式、公設民営（公設＋長期包括運営委託/DBO）方式、民設

民営（PFI）方式）について整理する。 

その他民活の事業手法としては、民設公営方式、定期借地方式、等価交換方式等も想定され

るが、これら事業方式は一般廃棄物処理施設の整備運営においては親和性が低く、公共側でコ

ントロールすることも困難な方式となっていることから、本検討からは除外する。 

以下に、公設公営（従来型発注）方式、公設民営（公設＋長期包括運営委託/DBO）方式、民

設民営（PFI）方式について、一般的な契約形態等を図示しながら、その概要を示す。 

 

（1） 公設公営（従来型発注）方式 

公設公営方式は、一般的には従来型発注方式と呼ばれるもので、市が施設の設計・建設、運

営等を民間事業者等に個別委託することで事業を進める方式である。 

施設の所有権は市が保有し、資金調達も市が行う事業方式で、民間事業者への個別委託料の

支払い方法や施設の所有形態の違いによって、委託料支払型、利用料金型、施設貸与型、施設

譲渡型などの方式がある。 

 

 

 

 

 

 

 

（2） 公設民営（公設＋長期包括運営委託／DBO：Design Build Operate）方式 

公設民営方式のうち、DBO 方式は、近年の一般廃棄物処理施設の整備運営事業において、最

も採用事例が多い事業方式で、施設の設計・建設、運営等を一括して民間事業者に委託するこ

とで事業を進める方式である。 

公設民営方式には、DBO 方式と発注方式が若干異なる方式で、施設の設計・建設は一括で発

注する従来型発注方式と同様であるが、施設の運営（運転・メンテナンス等）のみを長期包括

で民間事業者に運営委託する、公設＋長期包括運営委託方式も考えられる。 

公設民営方式は、（1）公設公営方式と同様に、資金調達は市が行い、施設の所有権も市が保

有する。 

DBO 方式は、（1）公設公営方式とは異なり、整備と運営の両方を民間事業者（整備：建設事

業者、運営：本事業のために組成される特別目的会社（SPC：Special Purpose Company））へ

市 

建設事業者 運転事業者 

建設請負契約 運転管理契約 メンテナンス契約 

メンテナンス業者 

図 1 公設公営方式の契約構造（例） 
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一括委託することから、発注段階において運営まで含めた契約条件を整備することで、施設の

設計・建設、運営等に関する責任を民間事業者へ移転することが可能となる。一方、公設＋長

期包括運営委託方式は、市が設計・建設を一括発注するまでは（1）公設公営方式や DBO 方式

と同様であるが、建設期間中に運営業務を民間事業者に長期包括運営委託する契約を別途締結

することで、施設の運営等に関する責任を民間事業者へ移転することが可能となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

（3） 民設民営（PFI：Private Finance Initiative）方式 

民設民営方式は、施設の設計・建設、運営等を民間の資金、ノウハウを活用して事業を進め

る方式である。 

DBO 方式と同様に、発注段階において運営まで含めた契約条件を整備することで、施設の設

計・建設、運営等に関する責任を民間事業者へ移転することが可能となる。また、施設の所有

形態等の違いによって BTO 方式、BOT 方式、BOO 方式などが挙げられる。 

 

① BTO（Build Transfer Operate）方式 

民間事業者が施設の建設後、施設の所有権を公共に移転し、その後民間事業者に運営等業

務を委託する方式である。 

② BOT（Build Operate Transfer）方式 

民間事業者が事業期間にわたり施設を所有し事業を運営する方式で、事業期間終了後に施

設を市に移管する。 

③ BOO（Build Own Operate）方式 

民間事業者が施設を所有し事業を運営する方式で、事業期間終了後も施設の所有権の移転

を行わずに民間事業者が保有し続けるか、若しくは撤去する。 

  

出資者 

建設事業者 

 

SPC 

 

市 

 
出資 

 建設請負契約 

基本協定・基本契約 

運営委託契約 

株主間出資契約 

運営事業者 

 

図 2 DBO 方式の契約構造（例） 

 

市 

建設事業者 運営事業者 

建設請負契約 長期包括運営委託契約 

メンテナンス業者 

図 3 公設＋長期包括委託方式の契約構造（例） 
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ここでは、一般廃棄物処理施設として適用例の多い BTO 方式及び BOT 方式についてのみ、

契約構造例について整理する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

出資者 

SPC 

 

市 

 

出資 

金融機関 

 

事業権契約 

融資契約 
直接契約※ 

運営委託契約 建設請負契約 

建設事業者 

 

運営事業者 

 ※ 直接契約：SPC が本事業の遂行が困難になった場合、資金供給を行っている金融機関が事業  
の修復を目的に事業介入を行うことについて市と金融機関とで締結する契約 
（通常、ダイレクト・アグリメントと言われる。）。 

図 4 BTO、BOT 方式の契約構造（例） 

 



資料番号 検５－５ 

 

5-4 

6.1.2 事業方式の整理 

6.1.1 で紹介した事業方式の概要を整理したものは、下表のとおりである。 

 

表 1 事業方式の種類・概要 

事業方式 事業方式の概要 

公民の役割分担 

建設 所有 運営等 
資金 

調達 

公設公営方式 

市が施設の設計・建設、運営等を個別に民

間事業者に委託する方式。運営等について

市が直接運営を行う方式以外に、原則、単

年度契約で業務の一部または全部を民間事

業者等に委託する方式もある。 

公共 - 公共 公共 

 

委託料支払型 

施設の運営等を民間事業者に委託し、対価

を委託費として市が民間に支払う方式。 

通常の一般廃棄物処理施設の運営委託等で

採用されている方式である。 

公共 公共 公共 公共 

 

利用料金型 

施設の運営等に関わる費用を民間事業者が

利用料金等により利用者から直接得る方

式。ごみ焼却施設の余熱利用施設等におい

て、委託料支払型と合わせて採用されてい

ることが多い。 

 

施設貸与型 

施設を民間事業者に貸与し、民間事業者に

運営等を委託する方式。庁舎内などの売

店・飲食店舗等で採用されている。 

 
施設譲渡型 

施設を民間事業者に譲渡し、事業を進める

方式。 
公共 民間 公共 公共 

公設民営方式 
施設の設計・建設、運営等を民間事業者に

包括委託する方式。 

公共 公共 民間 公共  
公設＋長期包

括運営委託 

市が施設の設計・建設を一括で発注し、施

設の運営等を別途長期包括運営委託する方

式。 

 DBO 方式 
施設の設計・建設、運営等を民間事業者に

一括で委託する方式。 

民設民営方式

（PFI） 

施設の設計・建設、運営、資金調達を民間

のノウハウを活用して行う方式。 
民間 - 民間 民間 

 

BTO 方式 

民間事業者が施設の建設後、施設の所有権

を公共に移転し、その後民間事業者に維持

管理・運営を委託する方式。 

民間 

公共 

民間 民間 

 

BOT 方式 

民間事業者が事業期間にわたり施設を所有

し事業を運営する方式で、事業期間終了後

に施設を公共に移管する。 

民間

（事

業終

了後

は公

共） 

 

BOO 方式 

民間事業者が施設を所有し事業を運営する

方式で、事業期間終了後も施設の所有権の

移転を行わずに民間事業者が保有し続ける

か、若しくは撤去する。 

民間 
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6.1.3 事業方式ごとの特徴の整理 

事業方式ごとの主な特徴については、以下のとおりである。 

ただし、公設公営方式については、最近の一般廃棄物処理施設で採用例の多い DBO 方式を代

表的に取り上げるものとする。民設民営方式については、最近の一般廃棄物処理施設の採用事

例において BOT 方式及び BOO 方式は殆ど採用されていないことから、BTO 方式のみ取り上げ

るものとする。 

 

表 2 各事業方式の比較 

公設公営 契約概要 

・ 自治体が事業主体となる。 

・ 建設事業者は施設の建設に対して、自治体から施設建設費の支払を

受ける。 

・ 維持管理・運営業者は各業務に対して自治体から支払を受ける。 

公設民営 

（DBO） 

契約概要 

・ 契約の基本となるのは、自治体と SPC 間で締結される「基本協定及

び基本契約」である。基本協定及び基本契約は、本事業のサービス

購入に対する契約である。基本協定及び基本契約に基づく付随契約

として、自治体と建設事業者間で「建設請負契約」が締結される。

さらに、自治体と SPC 間で「維持管理・運営委託契約」が締結され

る。 

・ 契約の特徴は、基本協定や基本契約において、SPC の株主及び建設

請負会社が共に契約当事者となることで、民間事業者に事業に一貫

した責任を負担させることができ、事業の長期安定性の観点で信頼

性が高いことにある。 

特徴 

・ 公共が起債等により低金利で資金調達できることが多く、コストが

低くなる傾向にある。 

・ 施設の設計・建設、運営等を一括して民間事業者に委託するため、

公設公営と比較して、民間事業者の自由度が大きく、創意工夫を活

かした事業の効率化等により維持管理・運営コストの抑制が図れる

傾向にある。 

・ 民設民営方式と比較すると、民間事業者が資金調達をしていないこ

ともあり、投資コスト回収に対するインセンティブが働きにくい面

がある。 

民設民営

（PFI：

BTO） 

契約概要 

・ 自治体と SPC は、施設の設計・建設、運営等を一体化した事業権契

約を締結する。他の全ての契約を、事業権契約（基本協定・基本契

約等）と関連付けて位置づける。 

・ 自治体と SPC は、施設の設計・建設、運営等を一体化した、事業権

契約を締結することより、事業の長期安定性の観点から信頼性の高

い契約となっている。 

特徴 

・ 事業権契約により、殆どの事業リスクは民間事業者に移転させるこ

とができる。ただし、殆どの事業リスクを民間事業者に移転させる

ため、民間側の意向が重視され、公共側の意向が全て反映できなく

なるデメリットが発生する。 

・ 民間事業者は投資回収責任を負っているため、投資コストを抑制す

るよう努力する傾向にある。 

・ 民間事業者の自由度が大きいため、創意工夫を活かした事業の効率

化等により維持管理、運営コストの抑制が図れる傾向にある。 
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6.2 現状の発注方式の整理と今後の方向性 

6.2.1 環境省の廃棄物処理施設建設工事等の入札・契約の手引き 

「廃棄物処理施設建設工事等の入札・契約の手引き（平成 18 年 7 月）／環境省大臣官房廃

棄物・リサイクル対策部」（以下「手引き」という。）では、入札・契約の新しい方法の基本的

考え方を中心に提示している。 

以下は発注の相手方の選定の方法と発注の範囲（競争に付す範囲）について改善策を示して

いる。その構造と取組の全体像は以下のとおりである。 

手引きの中では、改善ステップⅠを最低限の水準とし、Ⅱを標準的に取り組むべき水準、Ⅲ

を目標とすべき水準、Ⅳをさらに望ましい水準としており、以下にその内容について紹介する。 

 

 

出典：廃棄物処理施設建設工事等の入札・契約の手引き（平成 18 年 7 月）／環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部 

 

（1） 現状 

市町村が機種・処理方式等を決定後、複数又は単数の業者を指名し、指名競争入札又は随意

契約を行う方式が現状もっとも多く行われている方式である。 

平成 10～17 年に環境省が廃棄物処理施設の建設工事の契約を行った市町村を対象にしたア

ンケートによると、指名競争入札と特命随意契約をあわせて、約 8 割の市町村がこうした方式

により選定を行っているが、競争性を高める観点からは、見直し、改善の余地が大きいもので

ある。 
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（2） 改善ステップⅠ 

公募型指名競争入札は、会計検査院の平成 15 年度決算検査報告において、発注者があらか

じめ契約を行いうる者の中から入札参加者を指名する従来型の指名競争入札と区別して、従来

型を改良した新入札制度とされている。特に、公募により技術資料を提出させ、その資料を審

査して入札参加者を指名する入札のうち、特に指名数を制限せず、一定の条件を満たす者はす

べて入札に参加させる公募型指名競争入札（制限なし）は、会計検査院の同報告で一般競争型

入札とされている。 

より競争的な入札としていくための改善の第一歩としては、入札参加者をあらかじめ限定せ

ず、プラントメーカー等の受注意欲を反映させる、公募型指名競争入札を導入し、実施すべき

である。その場合、できるだけ、指名数を制限しない方式とすべきである。この改善方法は、

必要とするノウハウも少なく、比較的容易に導入できる改善方法であるため、「現状」からの改

善の第一歩、市町村において少なくとも導入すべき水準のものと位置づけられる。 

 

（3） 改善ステップⅡ 

「改善ステップⅠ」は最低限の水準のものであり、今後の入札・契約方式の標準的な水準は

「改善ステップⅡ」である。「改善ステップⅡ」は、総合評価落札方式により発注の相手方の選

定に当たって価格に加え、価格以外の要素を含めて競争に付すという方向がある。 

もう一つの方向は、従来から行われてきている、入札前に機種・処理方式を選定・限定する

ことはやめ、あるいは建設工事だけでなく運営を含める等して、競争に付す発注の範囲を拡大

するという方向がある。 

平成 10～17 年に環境省が廃棄物処理施設の建設工事の契約を行った市町村を対象にしたア

ンケートによると、60％を超える市町村が建設に加え運営を含めた発注方式の採用を検討した

としている。既に公設民営方式を含めた PFI 方式の導入事例が蓄積し始め、施設の運転維持管

理の長期責任委託方式の導入事例も広がり始めている。 

「公共工事の品質確保の促進に関する法律」に基づき総合評価落札方式を導入すべきとした

PFI 方式等に関する動向から、上記の二つの方向のうちいずれかの方向の改善策を導入する「改

善ステップⅡ」は、標準的な水準と位置づけられる。 

 

（4） 改善ステップⅢ 

これからの市町村における廃棄物処理施設の建設や運営については、廃棄物処理事業の経営

という視点から、安全・安定稼働を第一とし、品質が良く、効率的なサービスを住民に提供す

ることを目指し、順次改善を図っていく方向を目指すことになると考えられる。経営の視点か

らの事業改善を模索・検討している改革意欲のある市町村は、標準的な水準となる「改善ステ

ップⅡ」の取組よりもさらなる改善を目指すこととなるものと考えられる。 

手引きでは、改革意欲のある市町村が取り組むための水準として、「改善ステップⅢ」を提示

する。同時に、「改善ステップⅢ」は、多くの市町村にとって目標となる水準とすることが適当

である。 

「改善ステップⅡ」において、総合評価落札方式の導入という方向と、建設工事だけでなく

運営を含める等して、競争に付す発注の範囲を拡大するという方向の 2 つを示し、いずれか一

つの方向に取り組むことを標準としていることから、「改善ステップⅡ」の一歩上を目指す取組
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として、2 つの方向に同時に取り組むものを「改善ステップⅢ」とする。2 つの方向に同時に

取り組むことは、多くの市町村にとって、目標となる水準と位置づけられる。 

 

（5） 改善ステップⅣ 

「改善ステップⅣ」は、さしあたり導入しうる新しい手段の主要なものを導入した最終的な

姿であり、いわば望ましい水準と位置づけられる。特に改革意欲に富んだ市町村等は、このよ

うな方式を導入することが市町村等の廃棄物処理事業経営にとって有利となるかどうかを十分

に検討し、有利になると判断される場合には積極的に導入を図ることが望ましい。 

 

6.2.2 総合評価落札方式の採用 

価格競争のみによっていた、これまでの入札方式に代えて、「価格」の他に「価格以外の条件

や要素（施設の品質や施工方法等）」を評価の対象に加えて、総合的に評価し、最も優れた案を

提示した者を落札者とする方式（総合評価落札方式）を採用することは、技術・価格の両面で

業者間の競争を促進させることができると考えられる。 

総合評価落札方式の効果は、価格以外の多様な要素が考慮された競争が行われることで、技

術力競争によって廃棄物処理施設建設・運営を行う民間企業のモティべーションの向上が図ら

れ、技術と経営に優れた健全な企業が競争上優位になり、適切な競争環境が整備されると考え

られる。 

 

6.2.3 DBO 方式や PFI 方式の活用 

竣工後の長期包括的運営事業を一括して価格競争を求める発注・選定方式（PFI 事業を含め

た長期包括的運営事業）は、運営を含めたトータルの事業での競争を促し、長期間にわたる運

営をも含めた契約によりライフサイクルコスト※の低減を図ることが可能となる。 

特に、民間の資金・活力を取り入れる PFI 方式は、建設と運営のトータルコストと技術や事

業内容の工夫での競争を促すものであり、建設工事と運営事業を併せて発注する方法として適

している。 

 

※ライフサイクルコスト（LCC：Life Cycle Cost）： 

プロジェクトにおいて、計画から、施設の設計、建設、維持管理、運営、修繕、事業終了まで

の事業全体にわたり必要なコストのこと。 
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6.3 発注方式に係る法的整理 

6.3.1 廃棄物処理法における市の責務 

全ての事業方式において、新施設を設計及び建設し、完成した施設の運転管理等と施設の維

持管理等を実施することが民間の業務範囲となる。 

ただし、これらの業務を実施する目的である、ごみの処理に関する最終的な責任については、

あくまでも市が負い、民間に負わせることはできない。 

これは、ごみの処理についての責任の所在が、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和 45

年法律第 137 号）（以下「廃棄物処理法」という。）において、以下に示すように定められてい

ることによる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このように市は、廃棄物処理法の定めるところにより、市内におけるごみを収集、運搬及び

処分しなければならない責任がある。 

・ごみの排出を抑制する 

・ごみの再生利用を図る 

・ごみをなるべく自ら処分する 

・ごみの減量や適正な処理に関して国

及び地方公共団体の施策に協力する 
・事業活動に伴って生じたごみを自ら

の責任において適正に処理する 

・ごみの減量について住民の自主的な活動の促進を図る 

・ごみの適正な処理に必要な措置を講じる 

・ごみの処理に関する事業の実施にあたり、職員の資質の向上、施設の整備及び作

業方法の改善を図るなど、その能率的な運営に努める 

廃棄物処理法（廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和 45 年法律第 137 号） 

市町村の責務 

市民の責務 事業者の責務 

【第 3 条第 1 項】 

【第 4 条第 1 項】項】 

【第 2 条の 3】 

・市町村は、自らの区域内のごみの処理に関する計画（一般廃棄物処理計画）を定

めなければならない。 

・市町村は、一般廃棄物処理計画に従い、自らの区域内におけるごみを生活環境の

保全上支障が生じないうちに収集し、これを運搬し、及び処分（再生することを

含む。）しなければならない。 

・市町村が行うべきごみの収集、運搬及び処分に関する基準並びに市町村がごみの

収集、運搬又は処分を市町村以外の者に委託する場合の基準は、政令で定める。 

【第6条第1項】項】 

【第 6 条の 2 第 1 項及び第 2 項】 
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ただし、市はその責任を果たすための手段として、ごみの収集、運搬及び処分を自らが実施

する他に、市以外の民間等に委託して実施させることができる。つまり、新施設整備等事業は

市の責任においてごみ処理を行うための施設の整備等事業を民間に委託して実施させるものと

なる。 

このため、公共と民間の何れの責めにも帰すことができない不可抗力、その他の事由により

生じる事業リスクについては、公共が全て負担することになる。 

 

6.3.2 長期包括運営委託に係る法規等の整理 

公設公営（従来型発注）方式以外の事業方式においては、事業期間が長期複数年にわたるこ

とから、公共と民間との間においては長期継続契約を締結する必要がある。 

市も含めた地方自治体においては、地方自治法第 234 条の 3 及び地方自治法施行令第 167 条

の 17 に基づき、条例に定めることにより長期継続契約を締結することができる。 

 

地方自治法（昭和 22 年 4 月 17 日法律第 67 号） 

第 234 条の 3（長期継続契約） 

 普通地方公共団体は、第 234 条の規定にかかわらず、翌年度以降にわたり、電気、ガス若

しくは水の供給若しくは電気通信役務の提供を受ける契約又は不動産を借りる契約その他政

令で定める契約を締結することができる。この場合においては、各年度におけるこれらの経

費の予算の範囲内においてその給付を受けなければならない。 

 

地方自治法施行令（昭和 22 年 5 月 3 日政令第 16 号） 

第 167 条の 17（長期継続契約を締結することができる契約） 

 地方自治法第 234 条の 3 に規定する政令で定める契約は、翌年度以降にわたり物品を借り

入れ又は役務の提供を受ける契約で、その契約の性質上翌年度以降にわたり契約を締結しな

ければ当該契約に係る事務の取扱いに支障を及ぼすようなもののうち、条例で定めるものと

する。 
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6.4 公共及び民間の責任・リスク分担 

6.4.1 リスク分担の基本的な考え方 

事業を行う上では、法制度の変更や設計変更等による建設コストの超過、施設の利用需要な

どの前提条件の見込み違いなど様々なリスクが存在する。従来型の公共事業の多くの場合はそ

れらのリスクを公共が負担して事業を進めている。 

PFI 手法等では、「リスクを最もよく管理できるものがそのリスクを負担する」という考え方

に基づき、事業に伴う様々なリスクを洗い出し、官民のリスク管理能力に応じて最適なリスク

分担を決定することが基本とされている。 

従来型公共事業において公共が負担していたリスクを民間に移転する際には、民間がリスク

管理対策としてかける保険や人の配置などによりコストが発生する。従って、公共のリスク管

理コストよりも民間の管理コストのほうが低いもののみを移転することが原則的な考えとなる。 

 

6.4.2 リスクの洗い出しと分担の基本的考え方 

新たな清掃関連施設の整備運営を行うにあたっては、設計・建設、運営等の各段階に応じて

想定されるリスク項目とその内容を洗い出し、官民のリスク分担について検討する必要がある。 

本事業の場合、一般的な施設整備事業や維持管理運営事業等で想定されるリスクに加えて、

廃棄物処理施設特有のリスクが付加される可能性がある。 

 

（1） 制度関連リスク 

法制度、税制、許認可等の変更に伴うリスクについては、民間事業者がコントロールできな

いことから、公共が負担するのが妥当である。 

 

（2） 社会リスク 

施設の設置などの事業推進に対する住民の反対運動や訴訟・要望等のリスクについては、公

共が負担することが妥当である。公共は施設整備の前提条件となる近隣住民との合意形成など、

基本的な条件については、事業者に公募段階で提示しておく必要がある。 

一方、民間事業者が行う設計・建設工事などに起因する騒音や振動等に関する訴訟や要望等

については、当該業務を実施する民間事業者が負担することが妥当である。 

 

（3） 不可抗力リスク 

風水害や地震等による不可抗力リスクのうち、一般的に保険等でカバーできる範囲について

は公共及び民間事業者の双方で負担することが妥当であるが、これを超える場合については公

共の負担とすることが妥当である。 

 

（4） 物価変動リスク 

物価変動のリスクは設計・建設段階、運営段階のいずれにおいても発生が想定される。特に、

清掃関連施設等を整備する期間が長期にわたるため、スライド条項の適用について、事前に検

討が必要である。 
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物価変動のリスクについては一般的に官民で分担することが多く、公募時に消費者物価指数

等を指標としてあらかじめ一定の変動幅と期間を定めることによって、変動幅を超えた（下が

った）場合に価格の改定を行うこととする。 

 

（5） 性能リスク 

要求水準書や発注仕様書等に示されたサービス水準を担保するために発生する費用及びサー

ビス水準を維持できなかったことにより発生する費用等については、当然ながら民間事業者の

負担となる。 

 

（6） 施設の損傷等のリスク 

施設の劣化に対して適切な措置が講じられずに損傷が生じた場合は、民間事業者がリスクを

負担することが妥当である。 

また、施設に隠れた瑕疵が見つかったことに関わるリスクについては、瑕疵担保期間中であ

れば民間事業者が、瑕疵担保期間外であれば公共が負担することが妥当である。 
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6.5 清掃関連施設（不燃・粗大ごみ、資源ごみ処理施設等）の民活導入事例 

本事業は、清掃関連施設として整備する事業であるが、完全に整備内容が合致する事例は多

くない。 

そのため、類似施設としては、焼却施設とは別に、缶類、びん類、ペットボトルに加えて、

もう１品目以上、処理をしている施設を事例として取り上げることとした。 

 

表 2 主な類似施設における民活導入事例 

施設名 施設規模（t/日） 事業方式 運営期間 竣工年月 

御殿場市・小山町広域行政組合 

ごみ再資源化施設（リサイクルセンター） 

不燃・粗大 13.8、びん 3.8、 

缶 1.7、ペットボトル 1.3 計 20.6 

民設民営 

BTO 
18 年 2017/3 

川崎市リサイクルパークあさお 
粗大 40、缶・ペットボトル 32.5、 

びん 25 計 97.5 
公設公営 ― 2016/4 

岡山市西部リサイクルプラザ 
不燃・粗大 26、資源 17 

 計 43 

公設民営 

DBO 
20 年 2014/12 

広島市北部資源選別センター 
びん、缶、布 70 

 計 70 
公設公営 ― 2013/3 

野田市リサイクルセンター 
不燃系 31、粗大 1 

 計 32 
公設公営 ― 2013/3 

藤沢市リサイクルセンター 
不燃・粗大 70.5、資源 61.5 

 計 132 

公設民営 

DBO 
20 年 2013/12 

船橋市西浦資源リサイクル施設 
不燃 29、粗大 34 

 計 63 

公設民営 

DBO 
15 年 2013/4 

一宮市リサイクルセンター 
不燃・粗大 51、資源 9 

 計 60 

公設民営 

DBO 
15 年 2013/3 

滝沢市リサイクルセンター 

びん 5.4、缶 2.6、ペットボトル 1.2、

その他金属類 4.5、紙・布 8.8 

 計 22.5 

公設公営 ― 2012/6 

寒川町広域リサイクルセンター 

容リプラ 17.5、びん 12.5、缶 6.8、 

ペットボトル 6、紙・布・食用油 12.7 

 計 55.5 

公設公営 ― 2012/4 

那覇市エコマール那覇 
ペットボトル 8、びん 8.5、缶 13、 

古布 2、草木類 13 計 44.5 
公設公営 ― 2014/1 

豊中市伊丹市クリーンランド 

リサイクルセンター 

不燃・粗大 53、資源 81 

 計 134 

公設民営 

DBO 
20 年 2012/4 

周南市リサイクルプラザ 

びん・缶 14、ペットボトル 2、 

容リプラ 25、不燃 24、粗大 2、 

その他プラ 11、ガラス 2 計 80 

公設公営 ― 2011/4 

鈴鹿市不燃物リサイクルセンター2 期 
不燃・粗大 44、ペットボトル 2、 

容リプラ 22、有害ごみ 2 計 70 

民設民営 

BTO 
20 年 2010/3 

倉浜衛生施設組合 

リサイクルセンター 

不燃粗大 7、不燃ごみ 21、びん 8、 

缶 12、ペットボトル 3、紙類 31 

 計 82 

公設公営 ― 2010/3 

 

類似施設において、民間活用がなされている案件は、いずれも、不燃・粗大ごみ処理と資源

ごみのリサイクルの両方を行っている施設であることが分かる。その理由は、不燃・粗大ごみ

の処理も合わせた施設とすることで、事業規模が大きくなり、民間活用の効果が大きいと判断

されたものと考えられる。ただし、全国的に不燃・粗大ごみ処理施設や資源ごみ処理施設は多

く整備されていると考えられるが、民間活用の事例数はごみ焼却施設に比べると、かなり少な

い状況である。 
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不燃・粗大ごみ処理施設や資源ごみ処理施設において、長期包括委託等を活用した DBO や

PFI の事例が少ない理由は、不燃・粗大ごみ処理施設では、破砕処理に伴うボンベ等による火

災・爆発事故も多く、また処理不適物への対応も多く生じるため、事業者として長期的に運営

を担うにはリスクが大きいことが関係していると考えられる。また、資源ごみ処理施設だけで

は、事業費が小さく、民活の指標の一つである VFM※（バリュー・フォー・マネー）も大きく

ならないことも起因しているものと考えられる。 

そのため、ごみ焼却施設と不燃・粗大ごみ処理施設を一体とした施設とし、可燃残渣をごみ

焼却施設で処理することで、不燃・粗大ごみのリスクを考慮しても、事業者としてもメリット

のある事業としている事例が多いものと考えられる。 

 

※VFM（Value for Money）： 

支払（Money）に対して最も価値の高いサービス（Value）を供給するという考え方のこと。 
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6.6 事業の前提条件の設定 

清掃関連施設等の整備運営における各事業方式の実施条件、成立条件について整理する。 

 

6.6.1 事業実施条件 

清掃関連施設について、各事業方式の事業期間、償還方法、資金調達等の実施条件について、

以下のとおり設定する。 

表 3 清掃関連施設に係る事業費算出等の条件 

事業方式 従来型発注方式 DBO 方式及び BTO 方式 

事業期間 〇〇～〇〇（約〇年） 

運営期間 〇〇～〇〇（約〇年） 

SPC 設立時期 
― 

DBO 方式：契約締結前 ○○ 

BTO 方式：契約締結前 ○○ 

VFM 算定の割引率 
4％ 

※公共事業評価の費用便益分析に関する技術指針（国土交通省）による 

物価上昇率 0％（上昇を見込まない） 

起債充当率 90％ 

資本金 
― 

維持管理運営費用の 10％を目安とし

て設定する 

地方債 （起債部分）〇.〇％（市にて確認） 

償還方法 元利均等払い据置期間〇年 償還期間〇年（据置期間含む） 

民間銀行借入利率 

（BTO 方式のみ） 

― 

【短期借入】 

引き渡し後一括返済（建設分） 

解体終了後一括返済（解体分） 

〇.〇％ 

【長期借入】元利均等払い 

償還期間〇年（建設分） 

償還期間〇年（解体分） 

〇.〇％ 

公共が民間に支払

う対価の構成 

・施設整備費 

・運営費 

・その他の費用 

・施設整備費 

・運営費 

・その他の費用 

・割賦利息（BTO 方式のみ） 

公共の民間への 

対価の支払い方法 

・維持管理運営費は年度ごとに

支払う。 

・その他の費用も年度ごとに支

払う。 

・施設整備費は出来高に応じて支払う

（DBO 方式のみ）。 

・施設整備費のうち循環型社会形成推

進交付金及び一般廃棄物処理施設事

業債相当分は出来高に応じて支払

い、残りは運営期間中に割賦で払う

（BTO 方式のみ）。 

・運営費は年度毎に支払う。 

・その他の費用は年度ごとに支払う。

ただし、整備期間中のＳＰＣ設立及

び運営関連費用等はＳＰＣ設立年度

に別途支払う。BTO 方式の場合は、

運営期間中に割賦で払う。 

交付金の設定 ・循環型社会形成推進交付金については、類似事例も参考に施設整備費

の〇％を対象とし、残り〇％は対象外と設定する。 

・解体工事は交付金対象外とする。 
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（1） 運営期間の設定 

運営期間は〇年と設定する。設備やプラント機器は、概ね 10～15 年で更新時期を迎えるた

め、運営期間を 15 年とする場合、事業期間終了時に公共は更新時期を控えた施設の運営を担

うことになる。そのため、類似事例も参考にしながら、15～20 年で設定する。 

 

（2） 事業成立条件 

DBO 方式及び BTO 方式の場合には、設計・建設、運営を行う民間事業者（SPC）は出資した

資金を回収するだけでなく、出資者に配当という形で利益を還元するという民間企業として成

立するための条件が発生する。 

そのため、公共が SPC に支払うサービス対価は、施設整備費や運営費の積上げだけでなく、

民間事業者としての事業採算性がでるように、財務シミュレーションの実施に当たって、各種

条件を設定する必要がある。 

なお、成立条件については、他市の事例を参考にし、一般的な値を設定する。 

 

■投資に対する利益の確保 

EIRR（Equity Internal Rate of Return：出資金額に対する当該事業からの利回り（配当等）

がどのくらい見込めるかを表す指標）は「5％以上」とする。 

 

■長期借入金に対する返済力 

DSCR（Debt Service Coverage Ratio：年度ごとに金融機関に支払うことのできる金額が、

実際に支払う必要のある元利金額に対して、どの程度余裕があるか（何倍であるか）を示す

指標）は「1.05 以上」とする。 
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6.6.2 各事業方式における VFM 試算条件の設定 

各事業方式の施設整備費、運営費（必要人員・体制及び人件費、物品・用役量及び単価、定

期点検の内容及び費用、長期補修計画の設定及びその費用、その他付帯業務の内容及び費用等）

を設定する。 

 

（1） 初期投資費用の設定 

初期投資費等の試算に係る基本的な「PSC※の算出項目」「民間活用手法導入時（DBO 及び

BTO-LCC）の算出項目」の考え方を以下に整理する。 

建築工事費・プラント工事費等については、メーカーヒアリングの結果を採用する。なお、

算定額については全て税抜とする。 

 

※パブリック・セクター・コンパレーター（PSC：Public Sector Comparator）： 

公共が自ら実施する場合の事業期間全体を通じた公的財政負担の見込額の現在価値をいう。 

 

表 4 初期投資に係る従来方式（PSC）の算出項目 

設定項目 設定内容 費用 

供
用
前 

開
業
費 

設計・施工監理業務   

人件費   

施
設
整
備
費 

設計・管理費   

建築工事費 

プラント工事費 

保険料等 

 

表 5 初期投資に係る民間活用手法導入時（DBO 及び BTO-LCC）の算出項目 

設定項目 設定内容 費用 

【公共側】   

供
用
前 

開
業
費 

モニタリング業務委託

費（施設整備段階） 

  

人件費   

【民間側】   

供
用
前 

開
業
費 

アドバイザー費用   

SPC 設立費用   

融資手数料   

 

供

用

前 

施
設
整
備
費 

設計・監理費   

建築工事費 

プラント工事費 

保険料等 

解
体
費 

既存棟解体工事   

供
用
後 

解
体
費 

既存工場棟解体工事  ― 
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（2） 運営段階における算出項目の設定 

運営費の算定に係る基本的な「PSC の算出項目」「民間活用手法導入時（DBO 及び BTO-LCC）

の算出項目」の考え方及び金額を以下に整理する。算定額は全て税抜とする。 

運転人件費、光熱水費・用役費等、維持管理・補修費についてはメーカーヒアリングの結果

とする。 

表 6 運営に係る従来方式（PSC）の算出項目 

設定項目 設定内容 費用 

運営時 

運転人件費   

光熱水費・用役費

等 

  

維持管理・補修費   

その他   

 

表 7 運営に係る民間活用手法導入（DBO 及び BTO-LCC）の算出項目 

設定項目 設定内容 費用 

【公共側】   

運営時 
モニタリング費   

その他   

【民間側】   

運営時 

運転人件費   

光熱水費・用役費等   

維持管理・補修費   

保険料   

SPC 一般管理費   

 

 

6.6.3 メーカーヒアリング結果による概算費用の整理 

設計・建設工事及び運営に係る費用については、プラントメーカーにヒアリングを行い、各

メーカーの回答内容については以下のとおりである。 
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概算事業費の算出の検討 

清掃関連施設の処理システム、設備構成、維持管理運営を行ううえで必要な人員、用

役（光熱水費等）、点検整備、概算建設費・概算管理運営費等についてヒアリング調査

を実施し、清掃関連施設の整備・維持管理運営事業の事業費を整理した。 

事業期間については、これまでの廃棄物処理施設の一般的な事業期間を考慮し、仮に

20 年間と設定した。 

ヒアリング先からの回答は以下のとおりである。 

■不燃・粗大処理施設（市内で破砕・選別処理） 

 施設整備費 運転・維持管理費 
運搬費 

（２８年度実績） 
処理費 

（２８年度実績） 

A 社 
約 17.87 億円 約 1.90 億円／年 

0.10 億円 0.94 億円 
建屋 ＋ プラント設備 20 年間の平均 

Ｂ社 
約 23.52 億円 約 1.10 億円／年 

建屋 ＋ プラント設備 20 年間の平均 

※粗大ごみの手解体の運転・維持管理費、可燃粗大の運搬処理費は除く。 

■不燃・粗大処理施設（未破砕での積替えのみ） 

 施設整備費 処理委託費（前処理費を含む） 運搬費 

Ｃ社 
約 6.77 億円 約 1.72 億円／年 

0.25～0.30 億円（※） 
建屋 ＋ 積替え設備 － 

※２８年度の中間処理場の設備修繕時に実施した未破砕搬出の実績で、破砕搬出と比較

して 2.5 倍から 3 倍の容積となったことからの推計値 

■資源物処理施設 

 施設整備費 運転・維持管理費 運搬・処理費 

A
社 

約 17.85 億円 約 2.54 億円／年 資源物は、中間処理後に有価物とし
て売却するため、運搬・処理費は不
要。 
廃プラスチックは、現在関係機関と
協議中のため、現時点では、運搬・
処理費は未定。 

建屋 ＋ プラント設備 20 年間の平均 

Ｂ
社 

約 25.77 億円 約 1.49 億円／年 

建屋 ＋ プラント設備 20 年間の平均 

■循環型社会形成推進交付金の活用 

新施設整備の施設整備費について、交付金対象事業費の最大 1/3 に対して国庫補助

金の交付を受けることができる。公的財政負担の縮減及び平準化を図るため、起債を

含め公的資金の活用を検討する。 
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施設整備スケジュールの検討 

施設整備運営方法（事業方式）の検討結果を踏まえ、仮に両協議会に示して

いる配置案をスケジュール化した案が下記のとおりである。 

 

配置案 組み合わせイメージ図 

 

 

 

 

 

 

 1 年目 2 年目 3 年目 4 年目 5 年目 6 年目 7 年目 8 年目 

不燃・粗大 

処理施設 
        

資源物 

処理施設 
        

事業者選定 

生活環境影響調査(自主) 

設計・施工 

既設解体 

運営 

生活環境影響調査 

設計・施工 運営 

候補地１ 候補地２ 

Ｂ. 機械処理及び手選別

を行うごみ 

②プラスチック選別・圧

縮処理施設 

④びん処理施設 

⑤ペットボトル選別・圧

縮処理施設 

⑥空き缶選別・圧縮処理

施設 

Ｄ.両候補地に配置 

⑧災害廃棄物一時保管場所 

Ｄ.両候補地に配置 

⑧災害廃棄物一時保管場所 

Ａ.不燃・粗大ごみ 

①不燃・粗大ごみ破砕・

選別処理施設 

③リユース品展示販売所 

Ｃ.その他 

（どちらかの候補地に配置） 

⑦古紙・布ストックヤード 


